
厚生・文教常任委員会協議会 

 

１ 日 時  令和元年６月１０日（月） 

午前１０時４２分～午前１１時４分 

２ 場 所  第２・第３委員会室 

３ 出席委員 （委員長）大野慎治、（副委員長）桝谷規子 

谷平敬子、黒川武、須藤智子、井上真砂美、関戸郁文 

４ 欠席委員 なし 

５ 説明者  市民部長 中村定秋、健康福祉部長 山北由美子、教育こども未来

部長 長谷川 忍 

       環境保全課長 丹羽至、同環境グループ統括主査 黒田かおり、学

校教育課長 石川文子、同学校教育グループ主幹 井手上豊彦、子

育て支援課長 西井上 剛 

６ 事務局出席者 議会事務局長 隅田昌輝 、同統括主査 寺澤顕 

７ 委員長あいさつ 

８ 報告事項 

（１）生物多様性自治体ネットワークの加入について 

環境保全課長：資料に基づき説明。 

〔質疑〕 

黒川委員：負担金は無いということだが、これ、今まで加入を見送ってきた理由

はあるか。平成２３年１０月にネットワークが設立されて、それ以降だいぶ時

間が過ぎているところだが、その間に、このネットワーク加入に向けて働きか

けはあったと思うが、当市がそういった動きにそこうしてこなかったのは、何

か理由があってのことか。 

環境保全課長：特に、ネットワーク設立当時の職員にも、どうして入っていなか

ったのか確認はしたが、特に理由等はなかった。 

井上委員：こういうのに入ると、特別、活動していくこともあるということか。

例えば、五条川や田などの生物の調査等、活動していくこともあるか、お聞き

したい。 

環境グループ統括主査：このネットワークに入って、市がやらなければいけない

ということはない。岩倉市としては、他の自治体の情報を、生物多様性に関し

て得るというのが一番のメリットだと思うので、そういった情報を入れなが

ら、今までやってきた生物多様性に関する事業も市はあるので、そういった事

業に活かしていきたいと考えている。 

桝谷委員：見送ってきた理由はあるのかとか、見送ってきた理由は別になく、こ

れに入ったからと言って自治体が活動することも求められていなくて、他の



自治体の情報を得るというメリットが一番大きいということだが、環境保全

課の中に、ゴミの問題から、幅広い担当があると思うが、そういった中で、職

員の人数に対して、この生物多様性の担当の職員というのは、他にもいくつか

役割を果たさなければいけないと思うが、そこは、生物多様性の問題の、今ま

でもあっても、見送るという理由はないけれど、入ってくるきっかけを失って

しまった中で、今があるのではないかと思うが、職員体制の中での、この多様

性の担当の職員は他にもどういった任務があるのか、負担がないのか危惧す

るが、いかがか。 

環境グループ統括主査：少ない職員で対応できるのかという配慮をいただいて、

たいへんありがたく思う。今やっている事業としては、外来種の調査、主に亀、

五条川の亀や、自然生態園で生き物の観察会をやったり、既存の事業をやって

いくうえで、このネットワークの情報を活かしていきたいと思うので、今のと

ころ、入ったことによって新しく何かやるというのは考えていないが、私たち

も環境基本計画に沿って事業をやっているので、既存の事業を発展させるた

めに加入させていただきたいということである。 

（２）その他 

子育て支援課長：６月８日土曜日の中日新聞で報道があった。愛知県の発表だが、

会計検査院からの検査結果の公表があり、保育所補助金の過大交付について

指摘を受けている部分の報道だが、２０１８年度の会計検査院の、国の安心

こども基金というのを愛知県に下ろして、愛知県が子育て支援対策基金とい

う基金を使って、認定こども園の整備に対する補助を出すものだが、平成 

２４年から２７年の間のところで、全国では９都府県２２施設にわたって対象

になるが、愛知県は６市町１１施設が、国が定める補助金の基準の算定とは違

う方法で算定されたということで、約７千万円の補助金が過大算定されて過

大交付されたという指摘があった。その結果を受けて愛知県が報道に発表し

たもので、岩倉市は１施設該当している。愛知県は６市町１１施設７０２７万

円といわれているが、岩倉市は１施設で１５６万円が該当している。過大交付

となった要因は、県による国の要領の補助金を算出する際の解釈誤りだが、細

かく説明すると、認定こども園の増築で、定員を増やすための工事をする、正

しくは整備後、新しく何人になるかという規模と、工事で何人増えるかを按分

して補助基準額を大きな総定員の補助基準額を基に人数按分して額を算定す

るところであったが、今回、増える分の人数を直接基準額として算定したこと

によるもので、差額が出ている。直接の原因として、県による補助金要領の解

釈誤りだったと、市町も解釈が十分でなかったところだが、補助金を算定する

際に愛知県に相談し、愛知県が算定して相談に乗っているものと、県からその

ような報道が発表された。今後の対応について、県で要領解釈を誤った事実を



踏まえて、今後の対応、返還を要するかどうかを含めて、県と関係市町で協議

をしていくことになっている。 

黒川委員：返還を求めるのか、県市町との協議の中で、自治体がその分をかぶっ

ていくのか、様々な検討がされると思うが、現在の市の考えはどのようなも

のか。 

子育て支援課長：６月８日の新聞の県の報道では、県の解釈誤りが主な原因であ

ったというところで、運営法人には返還は求めない方針であると発表されて

いる。そのうえで、市町と県の関係をどうするか、市の考えは個別で持って

いることはなく、他に６市町あるので、全体を通じて県と協議していきたい。 

学校教育課長：岩倉東小学校の小プールについて報告する。東小学校の小プール

が経年劣化により、底や壁面の防水シートが収縮して膨れ上がっている。平

成２９年度からの状況で、これまでは一部制限をして使用してきた。今年度、

プールの清掃前に状況を確認したところ、前年度よりシートが膨れている範

囲が広がった。子どもたちの安全を考えるうえで小プールを利用しているの

は１年生と２年生だが、２学年の授業を民間のプールを活用したいと考えて

いる。これまで、移動にかかる時間が懸念されていたが、送迎バスを所有し

ている業者ということで検討している。６月１４日金曜日がプール開きで、

今後の水泳授業の時間の確保もある。必要な経費について補正予算にてお願

いしたいと考えている。 

黒川委員：具体的に言ってもらった方が良い。どこの民間の業者のプールを使用

の方向で協議しているとか、議会の報告なので、具体性をもって説明してい

ただきたい。どこの民間のプールの使用を考えているのか。 

学校教育課長：小牧市のホテルルートイン小牧のプール。運営はコパン株式会社。 

須藤委員：修理はどれくらいかかるか。 

学校教育課長：部分修繕ができないということで、プール全体をかえるというこ

とで、６００万円ほどになるという見積もりである。 

９ 協議事項 

大野委員長：行政視察の提案について。資料のとおり。これが必ずしもというこ

とではないので、５月の常任委員会で提案をくださいとお願いをしたが、１０

月の視察が、かなり各市町が立て込んで、できるだけ早い段階で視察先を決め

ないと行けないということが判明している。提案があれば、６月定例会中に提

案をいただきたいと思う。 

１０ その他 

特になし。 

 


